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衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
非
居
住
者
（
外
国
人
）
の
カ
ジ
ノ
所
得
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
の
特
定

複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
事
務
局
の
虚
偽
答
弁
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

一 

国
土
交
通
省
観
光
庁
が
、
昨
年
十
一
月
十
六
日
に
自
民
党
国
土
交
通
部
会
、
翌
十
七
日
に
公
明
党
国
土
交
通
部
会
に
提

示
、
配
布
し
た
「
Ｉ
Ｒ
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
税
制
上
の
取
扱
い
の
明
確
化
」
と
い
う
文
書
に
お
い
て
、
「
カ
ジ
ノ

の
勝
ち
金
へ
の
課
税
に
つ
い
て
、
国
内
の
公
営
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
勝
ち
金
と
等
し
い
扱
い
（
一
時
所
得
と
し
て
確
定
申
告
。
源

泉
徴
収
・
支
払
調
書
な
し
。
）
」
と
あ
る
。
「
一
時
所
得
と
し
て
確
定
申
告
」
の
意
味
は
何
か
。
当
然
、
確
定
申
告
す
る
以

上
、
「
カ
ジ
ノ
の
勝
ち
金
へ
の
課
税
」
を
要
望
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

二 

質
問
主
意
書
（
一
三
二
号
）
の
政
府
答
弁
書
で
、
「
令
和
二
年
度
の
税
制
改
正
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
財
務
省
が
、
非
居

住
者
の
カ
ジ
ノ
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
等
の
導
入
を
検
討
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
提
示
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
」
と

認
め
た
が
、
そ
の
「
カ
ジ
ノ
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
等
の
導
入
を
検
討
す
る
必
要
性
」
を
提
示
し
た
理
由
如
何
。 

三 

政
府
答
弁
書
で
は
、
「
お
尋
ね
の
「
介
入
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
」
と
さ
れ
て
い
る
。
質
問
一
三
二
号
の
「
菅
首
相
や
和
泉
首
相
補
佐
官
の
介
入
が
あ
っ
た
と
の
報
道
」
と
は
、

「
十
一
月
上
旬
、
財
務
省
の
主
税
局
長
が
官
邸
に
呼
び
出
さ
れ
、
極
秘
の
お
達
し
を
受
け
た
。
「
今
年
の
税
制
改
正
で
カ
ジ



 

２ 

 

ノ
を
や
れ
」
「
外
国
人
は
非
課
税
に
し
ろ
」
と
。
官
邸
筋
に
よ
る
と
、
菅
首
相
が
「
予
見
可
能
性
が
な
い
と
事
業
者
は
動
け

な
い
」
と
言
い
出
し
、
そ
の
意
向
を
汲
ん
だ
和
泉
洋
人
首
相
補
佐
官
が
「
非
課
税
に
」
と
厳
命
し
た
と
い
う
。
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
以
上
の
報
道
は
事
実
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


